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「快適トイレ」の導入について

国土交通省大臣官房技術調査課 事業評価・保全企画官 辛　嶋　　　亨

１.はじめに

建設産業は、インフラや住宅、オフィ
スビル等の建築物の整備を通じて、国民
生活の向上や経済の持続的な成長を支え
ていくという役割を担っている。また、
整備されたインフラの日常的なメンテナ
ンスや、耐震化等の防災・減災対策、除
雪などを通じて、国民が安心してインフ
ラ等を利用できる環境の維持や企業の事
業継続性の確保にも寄与している。
また、2019 年は全国各地で大きな災

害が発生しているが、建設産業には、こ
うした災害時における応急復旧やその後
の復興工事など国民生活や経済活動の一
日も早い再建に寄与する重要な役割もあ
る。これらの国民生活の安全・安心や経
済成長に貢献する建設産業の担う役割は
将来にわたっても変わらない。
一方で、人口減少、少子高齢化を背景

に、建設技能労働者約 330 万人のうち、
55 歳以上の方が３分の１を占め、近い
将来これらの方の大量離職が見込まれて
いる（図－１）。このような中、わが国
の建設産業がその役割を持続的に担うた
めには、働き手の減少を上回る「生産性
の向上」と将来の担い手を確保するため
の「働き方改革」に取り組むことが求め
られている。
特に、「働き方改革」については、賃

金水準の向上や長時間労働の是正、週休
２日の確保などに取り組むとともに、建
設産業の“執務室”となる建設現場の魅
力を高め、若年層や女性の入職・定着を
促進していくことが必要である。
建設産業においては、様々な地理的・

地形的条件、および日々変化する気象条
件等に対処する「現地屋外生産」という
特性を有しており、屋内での生産が主と
なる産業では当たり前に提供されている
労働環境が、建設産業においては当たり
前になっていないものも多い状況である。
このように、建設産業の“執務室”で

ある建設現場の労働環境を改善し、老若
男女問わず誰もが働きやすい環境を整備
していくことが、今後建設産業を更に魅
力的な産業とするためには必要不可欠で
ある。

２.現場のトイレの改善に向
けた取組

さて、現在、政府では観光立国を掲げ、
2020年までに訪日外国人観光客を4,000
万人にすべく、官民が様々な取組を行っ
ているが、外国人観光客が日本に来てま

ず初めにトイレの清潔さ・快適さに驚く
ということも少なくないようである。一
方、建設現場のトイレはその多くが仮設
のトイレであり、いわゆる 3K イメージ
のうち、「汚い」建設現場を象徴している。
職場は１日の多くの時間を過ごす場であ
り、職場に付属するトイレについても、
衛生的で綺麗で快適に利用できるように
しておくべきである。また、和式から洋
式への変化に代表されるよう、トイレに
求められる水準も時代によって変化して
いる。

図－１　年齢別の技能労働者数

図－２　　「快適トイレ」の標準仕様

出所：総務省「労働力調査」（H29年平均）を元に国土交通省にて推計

※１及び２の項目は、必ず備えるものとする
※３の項目は、無くても良いが、あればより快適に使用出来ると思われるもの
※快適トイレに関する費用は、45,000円／基・月を上限に男女別で設置した場合は、２基まで費用計上する。
　上限を超える費用については、受注者は、積算項目内の「イメージアップ経費（率分）」にて計上可能とする。
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このような時代の変化を踏まえ、国土
交通省では 2014 ～ 2015 年度に、トイ
レを従来型の和式トイレから、洋式で臭
いがしづらいトイレを導入するモデル工
事の実施に取り組んだ（2014 年 :７件、
2015 年 :271 件）。この結果、男女問わ
ずトイレの改善について、導入した多く
の工事で非常に好評を得られた。一方で、
導入したトイレの仕様や価格は様々で
あったことから、快適なトイレを導入し
やすくするとともに、仮設トイレメー
カーに一定の水準を満たす仮設トイレの
開発を促すことを目的に、導入するトイ
レの最低限の仕様を決めることとした。

３.快適トイレの仕様について

2016 年８月、国土交通省では、男女
とも快適に使用できる仮設トイレを「快
適トイレ」と名付けるとともに、「快適
トイレ」に求める機能を決定した。この
機能は、これまでのモデル工事において
実施したアンケート結果や『けんせつ小
町』の働きやすい現場環境整備マニュア
ル（　日本建設業連合会）等を踏まえ、
設定した（図－２）。
仮設トイレには、現在あたりまえに

なっている洋式をはじめ、水洗機能を有
していること、できるだけ臭いがしない
構造になっていること、照明機能がつい

ていること、安全帯を置いておくことが
できるよう５㎏程度の重さに耐えること
ができるフックや荷物置きがついている
ことを求めている。
トイレが快適なものになったとしても、

備える付属品等が適切でなければ、快適
に使用はできない。例えば、女性の利用
者からは、トイレ入り口が周辺から見え
る状況は使いづらいとの声があった。こ
のような声も踏まえ、快適トイレとして
活用するために備える付属品として、男
女別の明確な表示、トイレ入口への目隠
しの設置、サニタリーボックス、鏡付き
の洗面台、便座除菌シートなどの衛生用

品を元請けの責任として設置することを
求めることとした。
また、仮設トイレの普及状況を考慮す

ると、現時点において標準仕様とするこ
とは困難であるが、将来的には仕様や付
属品として求めたい機能を明確にした。
具体的には、一定以上の室内寸法、擬音
装置、着替え台（フィッティングボード
等）、フラッパー機能（臭い逆流防止機能）
の多重化、窓など室内温度の温度調整が
可能な設備、小物置き場等（トイレット
ペーパー予備置場）を設定している（図
－３）。

図－４　「快適トイレ」の事例集ver.１

図－３　快適トイレの標準仕様イメージ
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４.快適トイレの導入状況に
ついて

国土交通省では、2016 年 10 月１日以
降に入札手続きを開始する土木工事にお
いて、導入するトイレは快適トイレを基
本としている。技術者・技能労働者に女
性がいなかったとしても、運転手や外部
からの見学者に女性がいることが想定さ
れ、建設業は男性も女性も快適に働ける
最低限の設備は整っているということを
示すためにも、トイレは男女別の計２台
を設置することができるよう、快適トイ
レに要する費用は、一定の金額の範囲内
を上限に、男女別で設置した場合は、２
基まで費用計上を認めることとしている。
また、「快適トイレ」の原則化に先立ち、

2016 年９月には、「快適トイレ」の標準
仕様を満たすトイレをまとめた「快適ト
イレ」の事例集を作成し、ホームページ

で公表している（図－４）。この事例集
の作成にあたっては、「快適トイレ」の
標準仕様を満たすトイレの事例を募集し、
要件を満たす 68 件を掲載した。なお、
当該事例集はあくまで募集期間に応募の
あったものを対象に掲載しており、事例
集に掲載のないものも、標準仕様を満た
すトイレは、「快適トイレ」として活用
できる。
国土交通省において「快適トイレ」を

基本としてから２年が経過した。国土交
通省直轄工事における導入状況を調査し
た結果、25％程度の工事で快適トイレが
設置されていることが分かった。一方で、
従来の仮設トイレよりも一回り以上大き
い快適トイレについては、その設置場所
の確保や供給量不足といった課題がある
ことも明らかになってきた（図－５，６）。

５.工事現場以外への普及の
期待

東日本大震災や熊本地震など、大きな
災害になるとまず問題になるのはトイレ
である。すぐに仮設トイレが設置される
が、現在市場に出回っているものの多く
が和式であるため、災害直後に設置され
るトイレも和式が多い現状がある。この
ため、かがんで使用することが難しい方
にとっては利用が大変困難であったり、
不衛生に感じてトイレを我慢したりする
などの課題が指摘されている。災害直後
は仮設トイレの改善を求める報道も多く
されるが、災害用に用意されているわけ
ではなく、平常時には、建設現場やイベ
ント等で使用されており、平常時も含め
て、求めるトイレの機能を向上させてい
く必要がある。
国土交通省が発注する工事で使用され

ている仮設トイレは全体の１割程度と言
われている。また、国土交通省が行って
いる事業は全国にわたり、全国的に「快
適トイレ」のニーズが生まれていること
になる。市場に出回っている仮設トイレ
の１割が「快適トイレ」に変われば、災
害直後に持ち込まれるトイレも、一定程
度「快適トイレ」に変わるのではないか
と期待している。

６.おわりに

国土交通省では、受注者と発注者双方
が連携し、給料が良く、休暇が取得でき、
将来に希望が持てる、“新しい 3K”の魅
力ある建設産業となるよう、「生産性向
上」や「働き方改革」に取り組んでいる
が、あわせて、今回説明した「快適トイ
レ」など建設現場の労働環境の改善に取
り組み、将来の担い手の確保を実現して
いきたいと考えている。

図－６　快適トイレ導入時の意見（建設現場アンケート結果）

図－５　地域別 快適トイレ設置工事件数・設置率


